質疑回答内容公表
業務名　特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査等に係る受診勧奨業務委託
回答課　国保年金課
更新日　令和８年５月１５日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年５月１２日
	質疑①
仕様書2内、５業務内容（１）特定健康診査等受診勧奨業務（ウ）健診対象者の受診勧奨優先順位付け業務及び、（カ）特定健康診査受診勧奨（2回目）印刷発送業務（ウ）通知書の内容において、いずれも「生活習慣病の投薬歴」とあるが、診療報酬改定により、提供データからでは処方箋の有無（＝投薬歴）の判断ができなくなったという認識です。
ついては、生活習慣病の投薬歴の有無による優先順位付けの分析や投薬歴のあるものに限定した医療機関名の記載ではなく、通院中未受診者を広く効果的に勧奨するために、「生活習慣病の通院者」であることが確認できたものを対象とした分析及び医療機関名印字でもよいでしょうか。

質疑②
各種通知書の様式、サイズには、指定の形式が明記されているものの、「受注者は発注者の承諾を得て、通知物のサイズ、形状を変更することができる。」との記載も併用されている。
本入札においては、指定の様式、サイズでの見積積算のにて、金額を提示するという認識で相違ないでしょうか。

質疑③
（３） 後期高齢者医療健診受診勧奨通知印刷・発送業務（ア）後期健診対象者のセグメント化において5つ以上のグループに分類すること　とあるため、（エ）通知物の作成　において通知の種類数について指定がないが、勧奨対象者の特性に合わせ、グループ分けの分類数と同様5種類以上とするという認識でよいでしょうか。
	令和８年５月１５日
	質疑①
提供データにあるレセプトデータにおいて、処方薬剤及び処方医療機関の情報を取得可能である認識です。ただし、仕様書内５業務内容（１）特定健康診査等受診勧奨業務　ウ　健診対象者のセグメント分けにおいて、生活習慣病の投薬歴の有無を必須とはしていません。カ　特定健康診査受診勧奨（２回目）印刷発送業務（ウ）通知書の内容においては仕様書のとおりお願いします。





質疑②
お見込みのとおりです。








質疑③
後期健診対象者のセグメント化において５つ以上のグループに分類した上で、（エ）通知物の作成において、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的な内容を確保できるのであれば、通知物の種類数については問いません。



